　R8.1.26～
[bookmark: _Hlk218603930]被災中小企業者再建支援補助金交付申請用チェックリスト
（申請者）
	[bookmark: _Hlk218937690]名称(氏名)
	



１　共通
	
	資料
番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	
	申請者
	県(一次)
	県(二次)

	全ての申請者が提出する書類
	1
	チェックリスト
	必須
	県HP掲載(本紙)
	□有
	□
	□

	
	2
	交付申請書
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	
	3
	補助事業計画書
	必須
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	
	4
	[法人]①履歴事項全部証明書
[個人]②住民票
	必須
※1
	①法務局
②市町村
	□有
	□
	□

	
	5
	[法人]貸借対照表及び損益計算書
[個人]確定申告書の写し
	必須※2
	－
	□有
	□
	□

	
	6
	熊本県税に未納がないことの証明書
（納税証明書：28号様式）
	必須
※1
	県広域本部
地域振興局
	□有
	□
	□

	
	7
	暴力団排除に関する誓約書
	必須
※3
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	
	8
	役員等名簿
	必須
※3
	県HP掲載
	□有
	□
	□

	
	9
	①被災(罹災)証明書の写し　又は
②被災(罹災)証明書が提出できない理由書
	必須
※4
	①市町村
②県HP掲載
	□有
	□
	□

	
	10
	被害状況が分かる写真（カラー）
	必須
	Ａ４用紙に
印刷(貼付)
	□有
	□
	□

	
	11
	復旧場所を示す地図
	必須
	任意
	□有
	□
	□

	
	12
	使用者(店子等)との賃貸借(リース)契約書等の写し
	※5
	任意
	□有
□自己使用
	□
	□


※1　３か月以内に取得したものを提出してください。
※2　直近１期分を提出してください。
※3　申請者(所有者)と使用者が異なる場合は、使用者(店子等)の分も併せて提出してください。（ □有 ）
※4　「被災(罹災)証明書が提出できない理由書」を提出する場合は、建築士による「建物被災状況報告書」(様式は県HP掲載)又は専門家等による「令和７年８月豪雨による被災であることの証明書」(様式は県HP掲載)も併せて提出してください。（ □有 ）
※5　申請者(所有者)と使用者が異なる場合（賃貸物件やリース品等）に提出してください。

	従前よりも、規模を拡張した施設への建替、高機能・高性能の設備への入替（該当 □あり □なし）
→　該当ありの場合
　13 原状回復（同等建物への建替費、被災設備の修理費または同等設備への入替費）に係る見積書
□有（1件当たり100万円(税込)以上の場合は2者以上）



[bookmark: _Hlk218604081]２　施設の復旧　　※施設の復旧がない場合は、「３　設備の復旧」へ
	
	資料
番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	
	申請者
	県(一次)
	県(二次)

	施設
	14
	建物の登記(現在)事項証明書
	必須
※1※6
	法務局
	□有
	□
	□

	
	資料
番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	
	申請者
	県(一次)
	県(二次)

	施設の復旧を行う場合
	15
	固定資産課税台帳証明書又は名寄帳の写し
	未登記
の場合
	市町村
	□有
□登記あり
	□
	□

	
	16
	復旧(修繕又は建替)見積書の写し
※1件当たり100万円(税込)以上の場合は2者以上
	必須
※7
	任意
	□有(2者)
□１者のみ
(理由書あり)
	□
	□

	
	17
	平面図・立面図等の図面の写し
	必須
	任意
	□有
	□
	□

	
	18
	補助対象施設の利用状況表
	必須
	県HP掲載
(18と19は
同一ファイル)
	□有
	□
	□

	
	19
	事業費入力シート及び按分計算書
	※8
	
	□有
□按分なし
	□
	□

	
	20
	①被災施設を対象とした保険の内容、受領金額が分かる書類の写し
及び　②保険金等計算書
	保険あり
の場合
	①任意
②県ＨＰ掲載
	□有
□実績時に提出
□保険なし
	□
	□

	
	21
	「全壊」又は「大規模半壊」と判定された罹災証明書の写し等
	建替
の場合
※9※10
	－
	□有
□建替しない
□建替安価
(修繕見積あり)
	□
	□


※6　共有財産の場合は、申請者以外の他の共有者からの「共有財産における同意書」(様式は県HP掲載)を提出してください。（ □有 ）
※7　やむを得ない理由により１者見積もりとなる場合は、「見積書が不足している理由書」(様式は県HP掲載)を提出してください。
※8　非事業用面積、対象外店舗、床面積の増加がある場合など、按分計算が必要な場合に提出してください。
※9　建築士による「建物被災状況報告書」(様式は県HP掲載)における判定でも可。
※10 修繕よりも建替が安価であるとして建替を行う場合は、修繕の見積書も併せて提出してください。
[bookmark: _Hlk218604099]３　設備の復旧　
	
	資料
番号
	提出書類
	提出
区分
	様式等
	チェック欄

	
	
	
	
	
	申請者
	県(一次)
	県(二次)

	設備の復旧を行う場合
	22
	固定資産台帳又は償却資産台帳の写し
	必須
※11
	任意
	□有
□資産計上なし
(理由書等あり)
	□
	□

	
	23
	復旧(修理又は入替)見積書の写し
※1件当たり100万円(税込)以上の場合は2者以上
	必須
※7
	任意
	□有(2者)
□１者のみ
(理由書あり)
	□
	□

	
	24
	設備の配置図
※移設がある場合は新旧配置図
	必須
	任意
	□有
	□
	□

	
	25
	①被災設備を対象とした保険の内容、受領金額が分かる書類の写し
及び　②保険金等計算書
	保険あり
の場合
	①任意
②県ＨＰ掲載
	□有
□実績時に提出
□保険なし
	□
	□

	
	26
	修理不能申告書
	入替
の場合
※12
	県HP掲載
	□有
□入替しない
□入替安価
(修理見積あり)
	□
	□

	
	27
	新旧設備の性能等が分かるカタログ、仕様書の写し　※新は必須
	入替
の場合
	任意
	□有
□旧なし
	□
	□

	
	28
	【車両を復旧する場合】
自動車検査証(車検証)の写し
	必須
	－
	□有
□車両復旧なし
	□
	□

	
	29
	【車両を復旧する場合】
永久抹消登録証明書
	入替
の場合
	運輸支局
	□有
□車両入替なし
	□
	□


※11　資産計上されていない場合は、「資産台帳に計上されていない理由書」(様式は県HP掲載)及び売買契約書や第三者からの証明書（様式は任意）を提出してください。
※12　修理よりも入替が安価であるとして入替を行う場合は、修理の見積書も併せて提出してください。
